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■■時とき　■■所ところ　■■内内容　■■対対象・定員　■■￥料金　■■持持ち物
■■申申し込み　■■問問い合わせ・申込先　■■F ファクス　■■E Eメール

　山崎まさよしさんの
デビュー 30 周年を記念
し、全国 15 カ所を巡る
ホールツアーが決定！

「One more t ime, 
One more chance」

「セロリ」「僕はここにいる」をはじめ、ライブで親し
まれている楽曲たちをお届けします。 

■■時 令和８年２月１日㈰、午後５時開演
（午後４時 30 分開場）
■■所市民会館（下白銀町）大ホール
■■￥全席指定 8,500 円
チ ケット 販 売 一般販売…10 月 11 日㈯から／窓口、
各プレイガイド（オンラインは先行販売中）
■■問市民会館（☎ 32-3374）

YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary 
Tour 2025 ～2026  “僕はここにいる”

□ 詰替できる製品を選ぶ
□ リサイクル素材を使った製品を選ぶ
□ 環境に負荷の少ない製品を選ぶ
   →分別が楽になり、ごみの排出量を抑えられる
   →節水効果のある洗剤は、水道代の節約にも

できることから
脱炭素！

ゼロカーボン
ひろさきチャレンジ！ #14

　「ゼロカーボンシティひろさき」の実現に向けて、
できることから一緒にチャレンジしてみましょう！
　今号のテーマは普段の買い物でできることです。
問  環境課ゼロカーボンシティ推進係（☎ 32-1969）

買
今月のテーマ今月のテーマ

環 境 に 配 慮 し た環 境 に 配 慮 し た
製 品 を 選 ぼ う製 品 を 選 ぼ う

CO２削減量

   48.2㎏ -CO２／年

杉の木約 5.5 本分が
1 年間に取り込む量に相当

例えば…

　

・シャンプーや洗剤は詰替製品を購入
・1 年間に買う服のうち、1 ～２枚を
  リサイクル素材を使用したものにする
・バイオマスプラスチック※を使用した
   製品を購入

文学忌
　ロビーにて、常設の各作家に関する特別展示を行い
ます。各忌日は観覧料無料で、午前 10 時から２階ラ
ウンジにて林本恵美子さん（朗読家）の朗読を行います。
■■時第８回「福士幸次郎」…10 月９日㈭～ 15 日㈬
■■時第９回「長部日出雄」…10 月 16 日㈭～ 22 日㈬
■■時第 10 回「高木恭造」…10 月 23 日㈭～ 29 日㈬
※各忌日…10 月 11 日㈯・18 日㈯・23 日㈭／
11 日㈯は朗読がありません。
北の文脈文学講座
■■時 11 月 15 日㈯、午後２時～３時
■■所２階ラウンジ
テ ー マ「歌人福井緑の生涯と作品」
■■対 25 人（先着順）　
■■申窓口、電話／ 10 月 15 日㈬の午前９時以降
映画無料上映会
　映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 
馬場あき子の日々』を上映します。 

■■時 11 月３日㈪㈷、午後１時 30 分
～３時 30 分（午後１時開場）
■■所弘前図書館（下白銀町）２階視聴
覚室
■■対 50 人（先着順）　
■■申窓口、電話／ 10 月５日㈰の午前９時以降
～共通事項～
■■￥高校生以上＝ 100 円／小・中学生＝ 50 円
※障がい者、65 歳以上の市民、市内の小・中学生や
外国人留学生、ひろさき多子家族応援パスポートを持
参の人は無料。年齢・住所を確認できるものの提示を。
■■問 郷土文学館（下白銀町、☎ 37-5505、午前９時～
午後５時）
※あおもり県民カレッジ単位認定講座 

　弘前市が認定する優れた技能・技術者「弘前マイス
ター」の活動内容や、その卓越した技・製品を紹介し
ます。また、青森県職業能力開発協会主催の「ものづ
くりフェア」も同時開催されます。普段見ることので
きない、匠の技にぜひ触れてみてください。 

■■時 11 月８日㈯・９日㈰の午前 10 時～午後４時
※９日㈰は午後３時まで。
■■所ヒロロ（駅前町）３階イベントスペース 

■■申市ホームページ内の専用フォーム／
10 月 27 日㈪まで
※弘前マイスター展は申し込み不要／
イベント内容によっては応募多数の場
合、抽選で決定し、応募者全員に結果
を通知します。
■■問産業育成課（☎ 32-8106）

郷土文学館の催し

弘前マイスター展・ものづくりフェア

 

 

　この季節は日増しに寒くなり、火を取り扱う機会が
多くなります。ちょっとした油断が火災の原因になる
ことがあるため、暖房器具などの点検をお願いします。
また、住宅用火災警報器を設置していない家庭は早め
の設置をお願いします。「住宅防火いのちを守る 10
のポイント（４つの習慣・６つの対策）」を実行し、
自分の家は自分で守るよう心掛けましょう。
４ つ の 習 慣
①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
６ つ の 対 策
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは
安全装置の付いた機器を使用する。
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期
的に点検し、10 年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、
衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置
し、使い方を確認しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方
法を常に確保し、備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
ぐるみの防火対策を行う。
■■問 消防本部予防課（本町、☎ 32-5104）／最寄りの
消防署、分署へ
 

安全・生活環境・防災

10 月 20 日㈪～ 26 日㈰は秋の火災予防運動

 

　令和８年度から、新たなごみ分別区分として「プラ
スチック資源」が加わります。皆さんに広く周知する
ため、下表のとおり説明会を実施します。

 

 

 

 

 

 

※全日程において、①午後２時からと②午後６時から
の２回開催／ヒロロ駐車場、弘前駅中央口駐車場、弘
前駅城東口駐車場をご利用の場合、３時間までの無料
認証を行います。弘前駅中央口駐車場、弘前駅城東口
駐車場では駐車券が発行されますので、会場へお持ち
ください。
■■問環境課（☎ 35-1130）
　

　軽油引取税は、自動車等の燃料となる軽油の引取り
に対し、１リットル当たり 32 円 10 銭の税率で課税
される県の税金です。
　不正軽油とは、脱税を目的として、事前に県の承認
を得ないで軽油に重油や灯油を混ぜ、軽油と偽って販
売、使用されているものです。不正軽油を製造、販売、
使用した場合は、10 年以下の拘禁刑、1,000 万円以
下の罰金が課されるなど、重い罰則が適用されます。
また、不正軽油は脱税行為だけにとどまらず、環境汚
染の原因にもなっています。
　県では、不正軽油を防止するため、路上での燃料抜
取調査や各事業所への訪問調査を実施していますの
で、調査にご協力をお願いします。不正軽油の製造、
販売および使用に関する情報がありましたら、下記の
連絡先までご連絡ください。
■■問県税務課「不正軽油 110 番」（☎ 017-734-9066）
／中南県税事務所（☎ 32-4341）   

プラスチック資源分別説明会

とき ところ

10 月 20 日㈪ 弘前地区環境整備センター
管理棟（町田字筒井）２階研修室

10 月 22 日㈬ サンライフ弘前（豊田１丁目）
２階研修室 A・B

10 月 24 日㈮ ヒロロ（駅前町）
４階市民文化交流館ホール

不正軽油は犯罪です！

有料広告

 

■■時 11 月 14 日㈮、午後６時～８時
※１組あたりの相談時間は１時間
■■所総合学習センター（末広４丁目）２階大会議室
■■対市内に空き家を所有する人等＝６組（先着順）
■■申電話、ファクス、Ｅメール（氏名〈ふりがな〉、住所、
電話番号、空き家の所在地、相談内容、参加人数を明
記）／ 11 月４日㈫まで
■■問 建築指導課空き家対策係（☎ 40-0522、■■F 38-
5866、■■E kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp）

空き家の無料個別相談会

安全・生活環境・防災文化・レジャー

https://www.hirosaki-kaikan.jp/event/35659/
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/2022-1202-1412-40.html



